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障がいのある方が いきいきと働ける場を求めて 
 

障がい者の積極的な社会進出が進んでいる現在、地方公共団体の法定雇用率は 2.6％(令和

３年３月時点）と定められ、本市としても雇用主として一層の社会的責任が求められています。

また、雇用率以外にも、障がい者がいきいきと働ける場所が増えることは誰もが暮らしやすい

社会につながり、地方自治体の障がい者就労施策は「雇用主」としての一面と、「社会的率先垂

範」としての両面を持っています。 

 

１ 雇用創出プロジェクトチーム「夢のタネ」の発足  

本市では、平成 22 年度から進めていた新庁舎建設工事が平成 29 年 12 月 28 に完成し、

平成 30 年１月４日にグランドオープンしました。新庁舎の建設により、今まで分散していた

窓口機能が集約され、市民の利便性が高められました。また、バリアフリー化や障がい者の携

わる業務の創出により、長年の懸案であった障がい者雇用についても大きな転機となりました。 

そこで、単なる障がい者の雇用の提案ではなく、雇用創出に関して画期的かつ具体的な提案

をするために、平成 24 年 6 月、障がい福祉課職員及び障がい福祉課経験職員計 10 名により

『「夢のタネ」プロジェクト』が発足しました。 

 

２ 障がい者雇用創出に向けた 3 つの視点 

（1） 間接雇用 

市役所内の委託業務（清掃等）の入札条件に障がい者雇用の条件を加える。 

（2） 雇用支援 

新庁舎の売店で障がい者の雇用、障がい者の働く場を提供する。 

（3） 直接雇用 

市役所が直接雇用した障がい者職員が庁内の業務を行う。 

 

３ 「夢のタネ」の一粒 障がい者就労・雇用の場を新庁舎に！  

（1） 雇用支援 

新庁舎での売店スペースに障がい者雇用の店舗を設置。 

障がい者の雇用の場・来庁者や職員のニーズを満たす。 

 

                

 

就労機会の拡大と製品の販売促進 

     福祉ショップ 「ありがとう」 の誕生 

 

 

 

福祉ショップ「ありがとう」  
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（２）直接雇用 

障がい者の就労を直接的に支援（障害者雇用率の向上） 

『障害』のない、誰もが働きやすい市役所を目指して 

 

 

正規職員の採用、嘱託・臨時職員の採用 

         

４ 「夢のタネ」をまく
．．

 

    主役は障がい者 

（1）市役所から一般就労へ・・・ 

     市役所での活躍を糧に次のステップへ          就労支援の側面 

 

（2）市役所で一般就労を・・・  

     一般就労で障がい者の活躍の場を！ 

     障がい特性の理解       職員・来庁者の一層の理解 

     活躍する場の創出 

 

市役所内での簡易業務を集約、「やってくれて助かる仕事」を効率的に処理 

 

 

 

   庁内ワークステーションの誕生 

 

  

朝  礼 

ワークステーション(本館４階) 
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ワークステーションひらつか「夢のタネ」 

 

支援員の指導の下で、障がい者スタッフが各課に潜在する軽易

な事務作業をするための場所を平成 27 年 2 月に設置しました。 

知的障がい者等が市役所で働くことにより、仕事のスキルや社

会性を身に付け、一般就労へのステップアップをするための支援

をします。さらに、職員が担っている軽易な事務作業等を「夢の

タネ」に依頼することで、職員は政策形成事務など高度な仕事に

集中して従事し、市役所全体の仕事の効率化を図ることも目的と

しています。 

障がい者ワークステーションの開設は、福祉的な視点と一事業

者としての視点を合わせ持った「夢」のような取組です。この可能性は未知数であり、今はま

だ一粒の「タネ」をまいたにすぎません。 

 

１  夢のタネの目指すこと 

（１）夢のタネの運営目的 

ア  福祉の視点 

・ 「障がいのある人もない人も、ともにいきいきと生活するまちづくり」（平塚市障がい

者福祉計画）を実現するため、障がい者の働く場を提供する。 

・ 障がい者の一般就労へのステップアップを支援する。 

イ  事業主の視点 

・ 障がい者雇用を推進する。（法定雇用率の達成） 

・ 公的な事業主として、障がい者雇用の推進モデルを示す。 

・ 庁内の軽易な事務作業等を集約処理し、仕事の効率化を図る。 

 

（２）スタッフの目標 

・ 礼儀正しく、あいさつができる。 

・ 清潔な身だしなみを整える。 

・ わからないことは聞いて確認する。 

・ 時間や期限を守り責任感を持つ。 

・ 積極的に仕事をして、社会の役に立つ人になる。 

 

２ 事業内容 

  障がい者が軽易な事務作業をする場所（ワークステーション）を庁内に開設し、支援員の

指導の下、庁内で職員が担っている軽易な事務作業等を集約処理しています。 

 

３ 開  設 

平成 27 年 2 月 1 日 

スタッフの目標 

http://www.bing.com/images/search?q=%e4%bb%95%e4%ba%8b&view=detailv2&&id=4A9906E6E215DC7C958FCF88180A3B63523A73B3&selectedIndex=870&ccid=%2bHhtA%2bO2&simid=608039306854269021&thid=OIP.Mf8786d03e3b6b64c01b595237279c2c8o0
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４ 職員体制等 

（１）勤務形態等（令和３年 4 月時点） 

区    分 障がい者スタッフ 支援員 

人    数 ５人 
① 福祉施設等勤務経験者（２人） 

② 元市職員（1 人） 

身  分 会計年度任用職員 
① 会計年度任用職員 

② 再任用職員 

雇用期間 1 年（最長 3 年まで更新可能） 1 年（最長 5 年まで更新可能） 

勤務時間 
週 5 日（30 時間） 

9 時～16 時（実働 1 日 6 時間） 

① 週 5 日（33 時間 45 分） 

 8 時 45 分～16 時 30 分 

② フルタイム再任用職員等 

 8 時 30 分～17 時 15 分 

主な業務 
文書のコピーやシュレッダー、書類及び郵便

物封入作業、文書集配、データ入力等 

ワークステーションの運営、障がい者ス

タッフの指導と育成、他課や他団体との

調整等 

 

（２）職員の動き 

・令和３年  ４月 ：スタッフ 5 人･支援員３人 

・令和３年  6 月 ：スタッフ８人･支援員３人（スタッフ３人採用） 

・令和４年   １月 ：スタッフ 6 人･支援員２人（スタッフ２人・支援員 1 人退職） 

  ・令和４年  ３月  ：スタッフ５人･支援員 2 人（スタッフ１人退職） 

   

５ ワークステーション設置場所（本館 4 階）  

コミュニティ
ラウンジ

EV１

危
機
管
理
課

行政総務課

EV２

EV４

EV３

監査委員
事務局

みんなのトイレ

階段

夢のタネ 職員課

トイレ

４１０会議室

資
産
経
営
課

財
政
課

企
画
政
策
課

広報課

コミュニティ
ラウンジ

階段

秘書課

405406407408409

411 415
417

420４１３
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６  業務体制 

 

 

 

  

ワークステーションの業務スタイル 

◎  ワークステーションの定例業務 

◎  各課からの依頼業務（受託型） 

◎  各課からの依頼業務（出張型） 

 

ワークステーション  

 定例的な仕事 

 随時に受ける仕事 

 緊急に受ける仕事 

 納期限のない仕事 

○障がい者スタッフの役割 
・業務の遂行 

○支援員の役割 
・マネジメント全般 

・仕事の収集 

・業務依頼課との調整 

・スタッフの指導、育成、補助 

・就労移行支援の外部連携 

 

 各課からの依頼業務（受託型） 

 市民宛通知等の発送準備（封入・封かん

等） 

 ラベルシール貼り・スタンプ 

 パソコンによるデータ入力 

 お知らせ文等の仕分け・組合せ 

 行政文書のシュレッダー処理 等 

 各課からの依頼業務（出張型） 

 文書整理 

 紙書類の電子データ化 

 会議受付・資料配布 等 

各課が業務を持ち込みワークステーション内で作業 

 

依頼に基づき、現場へ出向いて作業 

 

 

文書集配作業 

～～業務依頼の流れ～～ 

① 各課は業務依頼書を『夢のタネ』へ庁内メールで送信  

② 支援員による受託可否の判断（作業難度、納期等） 

③ 障がい者スタッフによる作業遂行 

④ 依頼課へ納品 

⑤ 依頼課で出来上がり状況確認 
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７  業務実績 

   新型コロナウイルスの感染は 1年経っても収束することなく令和 3年度を迎えました。  

前年のような在宅勤務は行わなかったが三密（密閉・密集・密接）を避ける取り組みは引 

き続き実施され、イベントの開催も自粛が続いた結果、前年度に引き続き依頼件数は減少 

し、年間で５４０件となり、完了事業数は５１６件となりました。 

 

 ✧定例業務  

 開設から７年が経過、会計書類と郵便の仕分け、文書集配業務、シュレッダー業務な

どは毎日行う業務として定着しています。その他、毎月定例的に依頼される業務や半年

単位、年間単位で依頼される業務などに対応するほか緊急な依頼などにも対応していま

す。 

スタッフは軽印刷機（リソグラフ）や自動紙折り機、コピー機などの操作を経験する

ことで仕事の幅を広げ、よりスピーディーで質の高い作業ができるようになっていま

す。さらに庁内の軽易な作業等を夢のタネが引き受けることで職員の負担軽減と仕事の

効率化を図ることができています。また、「学校版夢のタネ」では、小学校４校から計

９件の業務依頼があり完了させました。 

 

【毎 日】 
・郵便仕分け・文書集配業務（行政総務課） 
・財務書類の配布、収集、分類作業（会計課） 

 
【毎 週】 
・シュレッダー処理（固定資産税課（納税課）、保育課、こども家庭課） 

 
【毎 月】 
・給与明細書作成補助（職員課） 
・市税督促状の引抜き（納税課） 
・法人市民税申告書の発送業務（市民税課） 
・課税明細書のブッキング（固定資産税課） 
・自治会回覧物の梱包作業（協働推進課） 
・人権啓発冊子の送付準備（人権・男女共同参画課）    
・保育料関係書類の発送業務（保育課） 
・支給認定証の発送業務（保育課） 
・国民健康保険税督促状の引抜き（保険年金課） 
・美術館展覧会のポスター発送業務（美術館） 

  

【学校版夢のタネ】 

・大型絵画の張り替え作業 
・学校行事等の冊子作成 
   

 ✧稼働状況 

令和3年度は５人のスタッフでスタートし、6月に3人を雇用して8人体制となりまし

た。前半は新型コロナウイルスの影響で就職活動も進みませんでしたが、後半になり感

染状況が落ち着きを見せてきたため、会社見学や実習が再開され12月には2人が就労に

より退職、2月末にも就労のため退職者が出た結果、年間の稼働時間は７,８４０時間で

稼働率は8９.６%となりました。 
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  月別稼働状況 

  稼働能力 稼働実績 稼働率 稼働実績／人 稼働人員 

上
期 

4 月 558 時間 418 時間 74.9% 83.6 時間 5 人 

5 月 522 時間 482 時間 92.3% 96.4 時間 5 人 

6 月 986 時間 978 時間 99.2% 122.3 時間 8 人 

7 月 774 時間 644 時間 87.1% 80.5 時間 8 人 

8 月 683 時間 614 時間 90.4% 76.8 時間 8 人 

9 月 882 時間 806 時間 89.3% 91.4 時間 8 人 

計 4,405 時間 3,942 時間 89.5% 100.8 時間 42 人 

下
期 

10 月 886 時間 803 時間 90.6% 100.4 時間 8 人 

11 月 880 時間 735 時間 83.5% 91.9 時間 8 人 

12 月 846 時間 776 時間 91.7% 97.0 時間 8 人 

1 月 570 時間 518 時間 90.9% 86.3 時間 6 人 

2 月 598 時間 542 時間 90.6% 90.3 時間 6 人 

3 月 569 時間 524 時間 92.1% 104.8 時間 5 人 

計 4,349 時間 3,898 時間 89.6% 95.1 時間 41 人 

  8,754 時間 7,840 時間 89.6% 94.5 時間 83 人 

 

✧分類別作業実績  

新型コロナウイルスの影響でイベントが減ったため、啓発物品の作成依頼が減り、

「その他」の項目が減少しています。年間を通じては、封入・封かん作業が４０％を占

め、全体では月平均約４５件の作業を実施してきました。 

 

分類別実績件数       

№ 1 2 3 4 5 6 

保護す

べき情報 
業務 

内容 

封 入 ・ 封 か

ん・発送 

コピー・ 

印刷 

紙折り・ 

仕分け 

押印・シ

ール貼り 

シュレッ

ダー 
手書き 

件数計 207 件 4 件 60 件 37 件 56 件 0 258 件 

占有率 40.1% 0.８％ 1１．6% 7．2% 10.9% 0.0% 50.0%  

№ 7 8 9 10 11 12 

合 計 

 

業務 

内容 
PC 作業 製本 

資料等 

修正 
集配 

その他 

軽作業 
その他  

件数計 5 件 45 件 5 件 24 件 22 件 51 件 516 件 

 

占有率 1．0% 8．7% 1.0% 4.7 4.3% 9.9% 100% 

   （学校の８件を含んでいます） 
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８ 就労支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ワークステーション 

支援体制 

ワークステーション就職前の場 

ワークステーション退職後の就労の場 

ワークステーション運営 

スタッフ育成 
行政総務課 

 

   

養護学校 職安登録者等 福祉事業所等 

民間会社 特例子会社 福祉事業所 

（就労 A型） 

福祉事業所 

（就労 B型等） 

就労支援 

障害者就業・生活支援センター（地域就労援助センター） 

サンシティひらつか 

連携 

就労希望者の推薦 
障害者就業・生活支援センター 

（地域就労援助センター） 
サンシティひらつか 

 
 

 

就労相談 

公共職業安定所 

障害者就労相談センター 

組織的支援・スタッフ支援 

（実習・研修・就労意志決定支援） 

行政総務課・職員課 

障がい福祉課・産業振興課 

生活支援 

障害者就業・生活支援センター 
（地域就労援助センター） 

サンシティひらつか 

連携 

採用試験（面接、実技）→ 採用 

職員課 

 

市役所 

ワークステーションひらつか「夢のタネ」スタッフ  就労支援体制 

登 録 

協力 

参 

加 

市役所 

職場実習 

 

連携 

推薦依頼 

実習依頼 
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９  運営目的達成に向けた取組と得られた成果 

（１）「夢のタネ」の運営 

 「夢のタネ」が保有する処理能力に応じた業務の安定的確保 

 年度途中の就労を考慮したスタッフの安定的配置 

 業務効率化等に配慮した取組 

 

【成果】 

   スタッフの定数が 8 人となり労働力が確保されたため、依頼された業務を断ることな

く実施できるようになりました。 

   庁内の５4 課（担当）から作業依頼を受けました。  

  作業を行う時に、より良い完成品を目指した作業方法などを依頼課に提案することで

良い成果品を納品することができています。 

  多くの課（担当）から依頼を受け作業を完成させることで、依頼課の事務の効率化と

負担軽減が図られました。 

 

（２）スタッフの能力向上や一般就労を支援する取組 

 スタッフの意欲を引出し、達成感を体感できるような業務配分 

 スタッフの能力向上に資する業務への取組 

 対人対応能力向上を目的とした、庁内各課に出向いて行う業務への取組 

 スタッフの人材育成を目的とした「チャレンジミーティング」の実施 

 公共職業安定所と連携し障がい者雇用に関する企業等の動向や求人情報の収集 

 「障がい者就業・生活支援センター（サンシティひらつか）」と連携した、スタッ 

フの社会性を育むための必要な支援 

 

【成果】  

   スタッフの就職活動の一環として、コロナウイルスの感染状況を見ながら就労を前提

とした企業の見学・実習を行いました。 

   年２回のチャレンジミーティングを実施することで、支援員とスタッフの家族及び 

関係機関の担当が、一般就労に向けた成長の度合いや今後の課題を確認することがで 

きました。 

  「障がい者就業・生活支援センター（サンシティひらつか）」と連携し、障がい者雇用

を検討している企業での会社見学や実習を行うことができました。 

  依頼された作業を担当課に出向いて行うことで、スタッフの緊張感も高まり、就労に

向けた接遇や対話能力の向上が図られています。 

 

（３） 公的な事業主として、障がい者雇用の推進モデルを示す取組 

   民間企業等への障がい者ワークステーション事業の紹介と障がい者雇用の依頼 

   行政視察等の機会を捉えた資料等による自治体への周知 

   福祉事業所等からの実習受入れ 
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【成果】 

  保健福祉事務所などからの見学を受入れ、ワークステーション事業を紹介しました。 

  インクルーシブ教育を研究している高校の担当者と生徒の就労に向けた意見交換を行

い、障害者雇用のあり方など情報共有を図りました。 

   養護学校の生徒や福祉事業所の利用者の実習を受入れ、障がい者の一般就労へのス 

テップアップの支援に努めました。 

 

 

１０ 見えてきた課題 

  「福祉の視点」と「事業主の視点」の 2 つの視点を持ちスタートした「夢のタネ」も 7 

年が過ぎました。開設時は 2 人でスタートしたスタッフも現在は 8 人となり、今までに 

2４人が在籍し１６人が就労による退職をすることが出来ました。 

福祉の視点から見ると、障がいを持つ人に働く場所を提供し、一般就労を目指し支援を行  

った成果が表れているものと考えます。一方で就労による年度途中でのスタッフの減少は、 

法定雇用率の確保や庁内の軽易な事務作業等を安定して行うためには大きな課題となって 

います。 

開設から7年が過ぎ、スタッフの障がい特性も複雑になってきています。これからは、  

 スタッフの特性や能力に応じた職場環境の整備・運営方法、スタッフの雇用方法などの検 

 討が必要になってきています。 

 

おわりに 

 令和 3 年度も前年度同様に新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて市内のイベン

トが数多く中止となった結果、業務の依頼件数は２年続けて減少の 540 件となり作業の完

了は 516 件となりました。 

また、就職活動では新型コロナウイルスの感染対策のため会社見学や実習が困難な時期も

ありましたが、緊急事態宣言解除後に会社見学や実習の機会を得たことで３人が就労に結び

つきました。 

新型コロナウイルスの収束が見えない中で、就職活動が難しい面もありますが、関係機 

関等と連携を図りながら夢のタネの目標に向かって運営していきます。 

 


